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第７章 放射線管理 

 

（管理対象区域の設定及び解除） 

第９２条 

管理対象区域は，添付２－１に示す区域とする。 

２．５・６号放射線管理ＧＭは，管理対象区域を柵等の区画物によって区画する他，標識

を設けることによって明らかに他の場所と区別する。ただし，管理対象区域境界と周辺

監視区域境界が同一の場合であって，周辺監視区域境界に第９８条の措置を講じる場合

は，この限りでない。 

３．５・６号放射線管理ＧＭは，管理対象区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区

域に係る値を超えていないことを確認する。 

４．５・６号放射線管理ＧＭは，添付２－１における建物等の内部の管理対象区域境界付

近において，表９２に示す作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理対象区域を設定又

は解除することができる。設定又は解除にあたって，５・６号放射線管理ＧＭは目的，

期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を

満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，５・６号放

射線管理ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認す

る。 

５．５・６号放射線管理ＧＭは，第４項以外で，建物等の内部において一時的に管理対象

区域を設定又は解除する場合は，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得て行

うことができる。設定又は解除にあたって，５・６号放射線管理ＧＭは目的，期間及び

場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足でき

ることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，５・６号放射線管理

ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認し，原子炉

主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

６．５・６号放射線管理ＧＭは，第５項にかかわらず，緊急を要する場合は管理対象区域

を設定することができる。設定にあたって，５・６号放射線管理ＧＭは法令に定める管

理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

７．５・６号放射線管理ＧＭは，第６項における管理対象区域を設定した場合は，設定後

において，目的，期間及び場所を明らかにし，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の

承認を得る。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，あらかじめ法令に定める管

理区域に係る条件を満足できることを５・６号放射線管理ＧＭが確認し，原子炉主任技

術者の確認を得て，所長の承認を得る。 
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表９２ 

タンク点検等 

ポンプ点検等 

バルブ点検等 

配管点検等 

ケーブル点検等 

空調点検等 

計測器類点検等 

監視カメラ点検等 

扉・シャッター修理他作業 

清掃作業 

建物補修 

搬出入作業 

物品の仮置 
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（管理区域の設定及び解除） 

第９２条の２ 

管理区域は，添付２に示す区域とする。 

２．５・６号放射線管理ＧＭは，管理区域を壁，柵等の区画物によって区画する他，標識

を設けることによって明らかに他の場所と区別する。ただし，壁，柵等の区画物が損壊

により区画ができない場合であって，管理対象区域境界に第９２条第２項の措置を講じ

る場合は，この限りでない。 

３．５・６号放射線管理ＧＭは，管理区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に

係る値を超えていないことを確認する。 

４．５・６号放射線管理ＧＭは，添付２における管理区域境界付近又は管理区域設定・解

除予定エリアにおいて，表９２の２に示す作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理区

域を設定又は解除することができる。設定又は解除にあたって，５・６号放射線管理Ｇ

Ｍは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に

係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，

５・６号放射線管理ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できるこ

とを確認する。 

５．５・６号放射線管理ＧＭは，第４項以外で，一時的に管理区域を設定又は解除する場

合は，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得て行うことができる。設定又は

解除にあたって，５・６号放射線管理ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするととも

に，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，

当該エリアを元に戻す場合についても，５・６号放射線管理ＧＭはあらかじめ法令に定

める管理区域に係る条件を満足できることを確認し，原子炉主任技術者の確認を得て，

所長の承認を得る。 

６．５・６号放射線管理ＧＭは，第５項にかかわらず，緊急を要する場合は管理区域を設

定することができる。設定にあたって，５・６号放射線管理ＧＭは法令に定める管理区

域に係る条件を満足できることを確認する。 

７．５・６号放射線管理ＧＭは，第６項における管理区域を設定した場合は，設定後にお

いて，目的，期間及び場所を明らかにし，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認

を得る。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，あらかじめ法令に定める管理区

域に係る条件を満足できることを５・６号放射線管理ＧＭが確認し，原子炉主任技術者

の確認を得て，所長の承認を得る。 
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表９２の２ 

タンク点検等 

ポンプ点検等 

バルブ点検等 

配管点検等 

ケーブル点検等 

空調点検等 

計測器類点検等 

監視カメラ点検等 

扉・シャッター修理他作業 

清掃作業 

建物補修 

搬出入作業 

物品の仮置 
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（管理対象区域内における区域区分） 

第９３条 

５・６号放射線管理ＧＭは，管理対象区域を管理区域と管理区域を除く区域に区分する。 

２．管理区域と管理区域を除く区域は，添付２－１に示す区域とする。 

３．５・６号放射線管理ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，

期間及び場所を明らかにする。 

 

（管理対象区域のうち管理区域を除く区域内における区域区分） 

第９３条の２ 

 ５・６号放射線管理ＧＭは，管理区域を除く管理対象区域を次のとおり区分することが

できる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超え

るおそれのない区域（以下「汚染のおそれのない管理対象区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超え

る区域又は超えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理対象区域は，添付２－１に示す区域とする。 

３．５・６号放射線管理ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，

期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ区域区分に係る条件を満足できるこ

とを確認する。なお，当該エリアを元の区域区分に戻す場合についても，５・６号放射

線管理ＧＭはあらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。 

４．５・６号放射線管理ＧＭは，汚染のおそれのない管理対象区域と第１項（２）で定め

る区域が隣接する場合は，第１項（２）で定める区域への入口付近に注意事項を掲示す

る。 

５．５・６号放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭは，汚染のおそれのない管理対象区域

で表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が管理区域に係る値を超える場所を確認し

た場合は，直ちに当該箇所を区画，第１項（２）に定める区分に変更する等の応急措置

を講じるとともに，除染等の措置により管理区域に係る値を超えていないことを確認す

る。 
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（管理区域内における区域区分） 

第９３条の３ 

 ５・６号放射線管理ＧＭは，管理区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超え

るおそれのない区域（以下「汚染のおそれのない管理区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超え

る区域又は超えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理区域は，添付２に示す区域とする。ただし，放射線レベルが

高く，区域区分に係る条件を満足できない場合は，第９３条の２第１項（１）又は第９

３条の２第１項（２）の区域とみなす。 

３．５・６号放射線管理ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，

期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ区域区分に係る条件を満足できるこ

とを確認する。なお，当該エリアを元の区域区分に戻す場合についても，５・６号放射

線管理ＧＭはあらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。 

４．５・６号放射線管理ＧＭは，汚染のおそれのない管理区域と第１項（２）で定める区

域が隣接する場合は，第１項（２）で定める区域への入口付近に標識を設ける。 
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（管理対象区域内における特別措置） 

第９４条 

管理対象区域内における特別措置が必要な区域は，次に示す区域とする。 

（１）放射線レベルが高い場所 

（２）放射線レベルが確認されていない場所 

（３）滞留水を貯留する場所 

２．各ＧＭは，第１項に定める各区域について，次の措置を講じる。 

（１）５・６号放射線管理ＧＭは，管理対象区域に立ち入る者が見やすい場所に，第１項

（１）及び（２）に示す場所を明確にしたサーベイマップを掲示して周知する他，作

業者以外が立ち入る可能性及び措置に伴う被ばくを考慮して必要な場合に限り第１項

（１）の場所にロープ等による立入制限の措置を講じる。 

（２）各ＧＭは，汚染の広がりを防止するため，第１項（３）の区域から退出する場合及

び物品等を持ち出す場合は，更衣及び持ち出す物の養生等の措置を講じる。 

３．各ＧＭは，管理対象区域内で作業を行う場合，作業による線量及び作業環境に応じた

放射線防護上の措置を立案するとともに，第１項の区域内で作業を行う場合は，放射線

防護上の措置について５・６号放射線管理ＧＭのレビューを受ける。 
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（管理区域内における特別措置） 

第９４条の２ 

５・６号放射線管理ＧＭは，管理区域のうち次の基準を超える場合又は超えるおそれが

ある場合は，標識を設けて他の場所と区別する他，区画，施錠等の措置を講じる。ただし，

放射線等の危険性が低い場合は，この限りでない。 

（１）外部放射線に係る線量当量率が１時間につき１ミリシーベルト 

（２）空気中の放射性物質濃度又は床，壁，その他人の触れるおそれのある物の表面汚染

密度が，法令に定める管理区域に係る値の１０倍 

２．各ＧＭは，第１項の区域内で作業を行う場合，作業による線量及び作業環境に応じた

放射線防護上の措置を立案し，５・６号放射線管理ＧＭのレビューを受ける。ただし，

巡視・点検その他定型化され，別に所長の承認を得た業務を行うために立入る場合は，

この限りでない。 

３．各ＧＭは，汚染の広がりを防止するため，第１項（２）の区域から退出する場合及び

物品等を持ち出す場合は，更衣及び持ち出す物の養生等の措置を講じる。 

４．５・６号放射線管理ＧＭは，床・壁等の損壊や放射線レベルが高い又は未確認である

ため第１項の措置を講じることができない場合，管理区域内における特別措置は第９４

条に定める管理区域を除く区域における特別措置と同一とする。 
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（管理対象区域への出入管理） 

第９５条 

 保健安全ＧＭは，管理対象区域へ立ち入る次の者に対して許可を与える。 

（１）放射線業務従事者：業務上管理対象区域に立入る者 

（２）一時立入者：放射線業務従事者以外の者であって，放射線業務従事者の随行により

管理対象区域に一時的に立入る者。ただし，所員で緊急作業に従事する間に受けた実

効線量が１００ミリシーベルト超過者が管理対象区域で定められた移動経路を経て，

管理対象区域でない箇所で執務する場合に限り，放射線業務従事者の随行を必要とし

ない。 

２．放射線安全ＧＭは，第１項にて許可していない者について，管理対象区域に立入らせ

ない措置を講じる。ただし，防護管理ＧＭが，あらかじめ立入を許可した者のみが乗車

する車両に許可を与え，車両が通過する出入管理箇所においては許可を得た車両以外を

管理対象区域に立入らせない措置を講じる場合はこの限りでない。 

３．放射線安全ＧＭは，管理対象区域の出入管理箇所において，人の出入り等を監視する。 

４．放射線安全ＧＭは，第３項以外の出入口には，施錠等の人がみだりに立入りできない

措置を講じる。ただし，管理対象区域を周辺監視区域と同一とした場合であって，防護

管理ＧＭが周辺監視区域境界に柵を設ける又は標識を掲げる場合は，この限りでない。 

５．放射線安全ＧＭは，管理対象区域から退出する者の身体及び身体に着用している物の

表面汚染密度が，法令に定める表面密度限度の１０分の１を超えないような措置を講じ

る。 

６．放射線安全ＧＭは，放射線レベルが高いため第５項の措置を講じることができない場

合，管理対象区域から退出する者の身体及び身体に着用している物の表面汚染密度が，

スクリーニングレベル※１を超えないような措置を講じる。 

７．放射線安全ＧＭ又は作業環境改善ＧＭは，第９３条の２第１項（２）の区域から汚染

のおそれのない管理対象区域に移動する者の身体及び身体に着用している物並びに物品

等の表面汚染密度が，バックグラウンドを超えないような措置を講じる。 

 

※１：スクリーニングレベルとは，原子力災害対策本部が定める警戒区域からのスクリー

ニングレベル（平成 23 年 9 月 16 日付・原子力非常災害対策本部長通知）をいう。

以下，第１０３条において同じ。 
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（管理区域への出入管理） 

第９５条の２ 

管理区域への出入管理は，第９５条に定める管理対象区域への出入管理と同一とする。 

 

（管理対象区域出入者の遵守事項） 

第９６条 

放射線安全ＧＭは，管理対象区域に出入りする所員に，次の事項を遵守させる措置を講

じる。 

（１）出入管理箇所を経由すること。ただし，放射線安全ＧＭの承認を得て，その指示に

従う場合は，この限りでない。 

（２）管理対象区域に立入る場合は，個人線量計を着用すること。ただし，一時立入者で

あって保健安全ＧＭの指示に従う場合は，この限りでない。 

（３）管理対象区域に立入る場合は，所定の保護衣及び保護具を着用すること。ただし，

下記のいずれかに該当する場合は，この限りではない。 

・汚染のおそれのない管理対象区域に立入る場合 

・５・６号放射線管理ＧＭの承認を得て，その指示に従う場合 

（４）第９４条第１項（３）に係る区域から退出する場合及び物品等を持ち出す場合は，

更衣及び持ち出す物の養生等を行うこと。 

（５）管理対象区域から退出する場合又は管理対象区域内で汚染のおそれのない管理対象

区域に移動する場合は，身体及び身体に着用している物の表面汚染密度を確認するこ

と。ただし，第９５条第５項又は第９５条第６項に基づく放射線安全ＧＭの指示に従

う場合は，この限りでない。 

（６）放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙をしないこと。 

 

（管理区域出入者の遵守事項） 

第９６条の２ 

管理区域出入者の遵守事項は，第９６条に定める管理対象区域出入者の遵守事項と同一

とする。 
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（保全区域） 

第９７条 

保全区域は，添付３に示す区域とする。 

２．防護管理ＧＭは，保全区域を標識等により区別する他，必要に応じて立入制限等の措

置を講じる。 

 

（周辺監視区域） 

第９８条  

周辺監視区域は，図９８に示す区域とする。 

２．防護管理ＧＭは，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設ける又は標識を掲げること等

により，業務上立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るおそれの

ないことが明らかな場合は，この限りでない。 
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図９８ 

 

⑯

⑰

①　原子炉建屋

②　タービン建屋

③　廃棄物処理建屋

④　排気筒

⑤　固体廃棄物貯蔵庫

⑥　超高圧開閉所

⑦　環境管理棟

⑧　活性炭式希ガスホールドアップ装置

⑨　運用補助共用施設

⑩　ディーゼル発電機建屋

⑪　サイトバンカ

⑫　定検用機材倉庫

⑬　固体廃棄物貯蔵管理棟

⑭　使用済燃料輸送容器保管建屋

⑮　廃棄物集中処理建屋

⑯　入退域管理棟

⑰　装備品倉庫
※１：港湾部の埋立等により， 陸地が拡張された区域を含む。

※１
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（線量の評価） 

第９９条 

保健安全ＧＭは，所員の放射線業務従事者の実効線量及び等価線量を表９９に定める項

目及び頻度に基づき評価し，法令に定める線量限度を超えていないことを確認する。 

 

表９９ 

項  目 頻  度 

外部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１ 

内部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１ 

※１：女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者を除く。）

にあっては，１ヶ月に１回とする。 

 

（管理対象区域内の床，壁等の除染） 

第１００条 

各ＧＭは，管理対象区域内において法令に定める表面密度限度を超えるような予期しな

い汚染を床，壁等に発生させた場合又は発見した場合であって，この汚染の除去を行う場

合は，５・６号放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭに連絡する。 

２．第１項の汚染箇所に係る作業の所管ＧＭは，汚染状況等について５・６号放射線管理

ＧＭ又は作業環境改善ＧＭの確認を受けた上で，その協力を得ながら汚染の除去等，放

射線防護上の必要な措置を講じる。 

３．第２項の所管ＧＭは，その措置結果について，５・６号放射線管理ＧＭ又は作業環境

改善ＧＭの確認を得る。 
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（外部放射線に係る線量当量率等の測定） 

第１０１条 

各ＧＭは，表１０１－１及び表１０１－２（第９３条の２第１項（２）の区域内にある

汚染のおそれのない管理対象区域内に限る）に定める管理対象区域内における測定項目に

ついて，同表に定める頻度で測定する。ただし，人の立ち入れない措置を講じた管理対象

区域については，この限りでない。 

２．環境モニタリングＧＭは，表１０１－１に定める周辺監視区域境界付近（測定場所は

図１０１に定める。）における測定項目について，同表に定める頻度で測定する。 

３．５・６号放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭは，第１項の測定により，環境モニタ

リングＧＭは，第２項の測定により，異常が認められた場合は，直ちにその原因を調査

し，必要な措置を講じる。 

４．各ＧＭは，第１項に定める測定結果を５・６号放射線管理ＧＭに連絡する。５・６号

放射線管理ＧＭは，測定結果を記入したサーベイマップを作成する。 

 

表１０１－１ 

場    所 測定項目 所管 GM 測定頻度 

各ＧＭ 
放射線レベ

ルに応じて
外部放射線に係る線量当量率 

５・６号放射線管理ＧＭ

※２ 

毎日運転中

に１回※３ 

外部放射線に係る線量当量 ５・６号放射線管理ＧＭ １週間に1回

空気中の放射性物質濃度 ５・６号放射線管理ＧＭ １週間に1回

１．管理対象区

域内（管理区域

内を含む）※１ 

表面汚染密度 ５・６号放射線管理ＧＭ １週間に1回

空気吸収線量 環境モニタリングＧＭ ３ヶ月に１回

空気吸収線量率※４ 環境モニタリングＧＭ 常時 

２．周辺監視区

域境界付近 

空気中の粒子状放射性物質濃

度 
環境モニタリングＧＭ ３ヶ月に１回

※１：人の立入頻度等を考慮して，被ばく管理上重要な項目について測定 

※２：５号炉及び６号炉のエリアモニタにおいて測定する項目 

※３：当該エリアが滞留水により人の立ち入れない状況にあり，修理又は代替品の補充が

速やかに実施できず，当該エリアの外部放射線に係る線量当量率が定められた頻度

で測定できない場合は，他のエリアモニタの計測値で代替する。 

※４：モニタリングポストにおいて測定する項目 

Ⅲ-2-7-14 



表１０１－２ 

場  所 測定項目 所管ＧＭ 測定頻度 

表面汚染密度 汚染のおそれ

のない管理対

象区域内 空気中の放射

性物質濃度 

５・６号放射線管理ＧＭ

又は 

作業環境改善ＧＭ 

毎日１回 

（汚染のおそれのない管理

対象区域が設定されている

期間） 

 

図１０１ 
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（放射線計測器類の管理） 

第１０２条 

各ＧＭは，表１０２に定める放射線計測器類について，同表に定める数量を確保する。

ただし，故障等により使用不能となった場合は，修理又は代替品を補充する。 

 

表１０２ 

分    類  計測器種類 所管ＧＭ 数量※ １  

電子式線量計 保安総括ＧＭ １式 １．被ばく管理

用計測器 ホールボディカウンタ 保安総括ＧＭ １台 

線量当量率測定用サー

ベイメータ 
保安総括ＧＭ ７台 

汚染密度測定用サーベ

イメータ 
保安総括ＧＭ ７台 

退出モニタ 保安総括ＧＭ ２台 

試料放射能測定装置 保安総括ＧＭ １台※ ２  

２．放射線管理

用計測器 

集積線量計 保安総括ＧＭ １式 

モニタリングポスト 環境モニタリングＧＭ ８台 ３．放射線監視

用計測器 

エリアモニタ 計測制御ＧＭ 
８２台※ ３

※ ４  

試料放射能測定装置 保安総括ＧＭ １台※ ２  ４．環境放射能

用計測器 積算線量計測定装置 保安総括ＧＭ １台 

※１：１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉の放射線計測器類と共用で確保する数量（エリ

アモニタを除く） 

※２：表９０の試料放射能測定装置と共用 

※３：５号炉及び６号炉におけるエリアモニタの合計の台数。なお，管理区域外測定用の

２台を含む。 

※４：当該エリアが滞留水により人の立ち入れない状況にあり，修理又は代替品の補充が

速やかに実施できない場合には，当該エリアの立入りが可能となった後，速やかに

修理又は代替品を補充する。 
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（管理対象区域外等へ持ち出そうとする物品の測定） 

第１０３条 

放射線安全ＧＭは，各ＧＭが管理対象区域から搬出する物品の表面汚染密度が法令に定

める表面密度限度の１０分の１を超えていないことを確認する。 

２．放射線安全ＧＭは，放射線レベルが高いため第１項の確認ができない場合，各ＧＭが

管理対象区域から搬出する物品の表面汚染密度が，スクリーニングレベルを超えていな

いことを確認する。 

３．５・６号放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭは，各ＧＭが管理対象区域内で汚染の

おそれのない管理対象区域に移動する物品の表面汚染密度がバックグラウンドを超えて

いないことを確認する。 

４．５・６号放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭは，各ＧＭが管理対象区域内で汚染の

おそれのない管理対象区域に核燃料物質によって汚染された物（新燃料，使用済燃料及

び固体廃棄物を除く。）を移動する場合は，容器等の表面汚染密度がバックグラウンドを

超えていないことを確認する。 

 

（管理区域外等へ持ち出そうとする物品の測定） 

第１０３条の２ 

管理区域外等へ持ち出そうとする物品の測定は，第１０３条に定める管理対象区域外等

へ持ち出そうとする物品の測定と同一とする。 

 

（発電所外への運搬） 

第１０４条 

各ＧＭは，核燃料物質によって汚染された物（新燃料，使用済燃料及び固体廃棄物を除

く。）を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 
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（管理対象区域内における協力企業の放射線防護） 

第１０５条 

保安総括ＧＭは，管理対象区域内で作業を行う協力企業に対して，以下に示す放射線防

護上の必要な事項を定め，所長の承認を得る。 

（１）管理対象区域出入者の遵守事項 

イ．出入方法に関すること。  

ロ．個人線量計の着用に関すること。  

ハ．保護衣の着用に関すること。 

ニ．汚染拡大防止措置に関すること。  

ホ．放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙の禁止に関すること。 

（２）線量評価の項目及び頻度に関すること。 

（３）床，壁等の汚染発見時の措置に関すること。 

２．各ＧＭは，管理対象区域内で作業を行う協力企業に対して，第１項に定めた必要事項

を遵守させる措置を講じる。 

 

（管理区域内における協力企業の放射線防護） 

第１０５条の２ 

管理区域内における協力企業の放射線防護は，第１０５条に定める管理対象区域内にお

ける協力企業の放射線防護と同一とする。 

Ⅲ-2-7-18 



（頻度の定義） 

第１０６条 

本章でいう測定※１頻度に関する考え方は，表１０６のとおりとする。 

 

表１０６ 

頻度 考え方 

毎日運転中に１回
午前０時を始期とする１日の間に１回実施し，連続して実施（測定等）

している場合も含む。 

１週間に１回 月曜日を始期とする１週間に１回実施 

１ヶ月に１回 毎月１日を始期とする１ヶ月間に１回実施 

３ヶ月に１回 
４月１日，７月１日，１０月１日及び１月１日を始期とする各３ヶ月

間に１回実施 

常時 
測定※１可能な状態において常に測定※１することを意味しており，点

検時等の測定※１不能な期間を除く。 

放射線レベルに応

じて 

作業場所に応じて下記の測定頻度とする。ただし，測定の結果により

作業開始又は作業継続ができないと判断する場合には測定を中断し

てもよい。 

（１）既知の測定データから放射線レベルが低いと判断できない場所

作業予定エリアに入域できるか判断するために，作業開始前に測

定を１回実施する。作業中は線量変動の可能性を考慮し，必要に

応じて測定を実施する。 

（２）既知の測定データから放射線レベルが低いと判断できる場所 

作業中の線量変動の可能性を考慮し，必要に応じて測定を実施す

る。 

※１：監視も含む。 
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Ⅲ-2-12-1 

附  則 

 

附則（                    ） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

２．第９８条の図９８，第１０１条の図１０１及び添付２－１（管理対象区域図）につい

ては，タンク設置エリア拡張に伴う周辺監視区域柵の設置工事が終了した時点から適用

することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２７年５月２８日 原規規発第 1505281号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条第２項（２６）の運営設備グループの職務については，原子力規制委員会の認

可を受けた日から６０日以内に適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２６年７月９日 原規規発第 1407091号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条，第８７条，第８７条の２及び第８９条については，雑固体廃棄物焼却設備の

運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付２（管理区域図）及び添付２－１（管理対象区域図）の図面の変更は，それぞれ

の区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２５年８月１４日 原規福発第 1308142号） 

（施行期日） 

 第１条 

第６１条において，非常用発電機の運用を開始するまでは，必要な電力供給が可能な

場合，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は可搬式発電機を非常用発電設備とみなすこ

とができる。 

 

 



添付２－１については核物質防護上の理由

から公開しないこととしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 添付２－１  管 理 対 象 区 域 図 
 

 

（第９２条，第９３条及び第９３条の２関連） 
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